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（証券コード　1514）

2018年６月６日

株　主　各　位

東京都港区新橋六丁目 1 6番 1 2 号

住石ホールディングス株式会社

代表取締役社長 長 崎 駒 樹

第10期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第10期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席

下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席お差しつかえの場合は、書面によって議決権を行使することができま

すので、後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否

をご表示いただき、2018年６月27日（水曜日）午後５時30分までに到着するよう折り返し

ご送付下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．日　　　　時 2018年６月28日（木曜日）　午前10時

２．場　　　　所 東京都港区新橋一丁目18番１号

航空会館　２階会議室

（末尾ご案内略図をご参照下さい。）

－ 1 －

表紙
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３．会議の目的事項

報 告 事 項 １．第10期（2017年４月１日から2018年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査

役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第10期（2017年４月１日から2018年３月31日まで）

計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案　　取締役５名選任の件

第２号議案　　補欠監査役１名選任の件

第３号議案　　会計監査人選任の件

　　　すべての議案が普通決議です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますよう

お願い申し上げます。

◎当社は、法令及び定款第24条の規定に基づき、提供すべき書面のうち、次に掲げる事項をイン

ターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.sumiseki.co.jp/）に掲載しておりま

すので、本株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません。

　　　・連結計算書類の連結注記表

　　　・計算書類の個別注記表

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、上記ウ

ェブサイトに掲載させていただきます。

－ 2 －

表紙
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

( 2017年４月１日から )2018年３月31日まで

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国の景気は、好調な企業収益を背景として設備投

資は持ち直し、雇用・所得環境も改善が続いていることから総じて回復基調で推

移いたしました。

　一方、海外経済情勢も米国経済が着実に回復し、中国を始めとするアジア地域

も持ち直しの動きがみられ、全体的に緩やかな回復が続くことが期待されていま

す。

　このような事業環境のもと、当連結会計年度の業績は、石炭販売価格の上昇や

砕石のスポット需要増等により増収を確保し、豪州の炭鉱会社からの受取配当金

が21億２千５百万円増加したこと等により、売上高は144億２百万円（前期比

14.8％増）となり、営業利益は１億３千１百万円（同2.1％減）、経常利益は26億

２千６百万円（同417.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は21億４千７百

万円（同564.6％増）となりました。

－ 3 －

当事業年度の事業の状況
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事業部門別の状況は次のとおりです。

部 門 別

前連結会計年度
（　第　９　期　）

当連結会計年度
（　第　10　期　）

売 上 高 構成比 前期比 売 上 高 構成比 前期比

百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％
石 炭 事 業 11,537 92.0 △32.0 13,412 93.1 16.3

新 素 材 事 業 354 2.8 △2.6 309 2.2 △12.9

採 石 事 業 656 5.2 1.2 680 4.7 3.6

合 計 12,548 100.0 △30.2 14,402 100.0 14.8

　石炭事業部門では、入着時期のずれ等から販売数量は若干減少となったものの、

石炭マーケットが上昇したため、当連結会計年度における売上高は134億１千２百

万円（前期比16.3％増）となりました。

　新素材事業部門では、自動車関連への販売は順調でありましたが、中国でのス

マートフォン生産台数減の影響によりスマートフォン関連への販売が大幅減とな

ったため、売上高は３億９百万円（前期比12.9％減）となりました。

　採石事業部門では、西日本側で公共工事の需要が緩やかに回復基調を見せ、東

北方面ではプロジェクト工事（原子力関係、滑走路、高規格道路等）が業績に貢

献し、売上高は６億８千万円（前期比3.6％増）となりました。

②　設備投資の状況

当連結会計年度において当社グループの設備投資の総額は７千８百万円であり

ます。

その主なものは、採石事業の生産設備の投資（６千６百万円）であります。

③　資金調達の状況

当連結会計年度において、新株式発行及び社債発行等の資金調達は行っており

ません。

－ 4 －

当事業年度の事業の状況
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
2014年度

（第７期）
2015年度

（第８期）
2016年度

（第９期）
当連結会計年度
（第10期）

売 上 高(百万円) 20,077 17,983 12,548 14,402

経 常 利 益(百万円) 674 754 507 2,626

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 3,911 1,029 323 2,147

１株当たり当期純利益(円) 66.08 17.35 5.42 38.08

総 資 産(百万円) 17,558 16,528 16,359 18,654

純 資 産(百万円) 9,878 10,558 10,917 12,862

１株当たり純資産額(円) 124.72 138.24 146.87 183.93

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当社の

議決権比率
主 要 な 事 業 内 容

百万円  ％

住 石 貿 易 株 式 会 社 100 100.0 石炭事業

住石マテリアルズ株式会社 100 100.0 資産等の管理

ダイヤマテリアル株式会社 90 100.0 新素材事業

住石山陽採石株式会社 90 100.0 採石事業

泉 山 興 業 株 式 会 社 90 100.0 採石事業

（注）１．当連結会計年度において、重要な子会社の状況に変動はありません。

－ 5 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況
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　　　２．当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称 住石マテリアルズ株式会社

特定完全子会社の住所 東京都港区新橋六丁目16番12号

当社及び当社の完全子会社における
特定完全子会社の株式の帳簿価額

2,782百万円

当社の総資産額 7,730百万円

(4) 対処すべき課題

　今後の見通しといたしましては、中国を始めアジア新興国等の経済の先行き、政策

に関する不確実性による影響、通商問題の動向等、依然として先行き不透明な状況に

あります。

　このような状況下、当社グループは、松山港外港地区（愛媛県松山市）での石炭中

継基地が通年での営業体制に入り、作業効率を高めながら市場環境に応じて機動的な

事業展開を進めます。

　各事業についての、事業収益力の向上に向けた取り組みは次のとおりです。

　石炭事業部門については、顧客企業宛の石炭輸送の中継地の能力アップを図ってい

く他、豪州のワンボ炭鉱を始めとする仕入先との連携を強化し、顧客ニーズに対応で

きる販売体制を構築します。

　新素材事業部門については、ＩＴ関連の製造工程に不可欠な高級研磨材の今後の需

要拡大に対応するため、人工ダイヤの製造ラインの強化と効率化を進めます。

　採石事業部門については、今後のプロジェクト工事を含む公共事業からの需要に応

ずるべく、生産現場の効率化を推進します。

－ 6 －

重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題
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(5) 主要な事業内容（2018年３月31日現在）

石炭事業　　　：石炭の仕入及び販売

新素材事業　　：工業用人工ダイヤモンドの製造、仕入及び販売

採石事業　　　：砕石の採取、加工及び販売

(6) 主要な営業所及び事業所（2018年３月31日現在）

①　当社

本店　　　　　　　　　　　 東京都港区

②　子会社

　　住石貿易株式会社

　　　本店　　　　　　　　　　 東京都港区

住石マテリアルズ株式会社

本店　　　　　　　　　　 東京都港区

ダイヤマテリアル株式会社

本店　　　　　　　　　　 北海道赤平市

住石山陽採石株式会社

本店　　　　　　　　　　 兵庫県神崎郡神河町

泉山興業株式会社

本店　　　　　　　　　　 青森県上北郡六ヶ所村

(7) 使用人の状況（2018年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事業部門等の名称 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

石 炭 事 業 8名 2名減

新 素 材 事 業 10名 －

採 石 事 業 21名 1名減

全 社 （ 共 通 ） 13名 2名減

合 計 52名 5名減

（注）１．使用人数は就業人員です。

２．全社（共通）として記載されている使用人数は、管理部門に所属している
ものであります。

－ 7 －

主要な事業内容、主要な営業所及び事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要
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②　当社の使用人の状況

使用人数
前事業年度末比

増減
平均年齢 平均勤続年数

13（－）名 2名減（－） 51.2歳 21年

　　　（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人
　　　　　　数を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2018年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額
百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 700

株 式 会 社 三 重 銀 行 300

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 200

株 式 会 社 横 浜 銀 行 200

株 式 会 社 静 岡 銀 行 200

株 式 会 社 南 都 銀 行 200

株 式 会 社 百 十 四 銀 行 200

　 （注）上記には、シンジケートローン契約に基づく借入を含んでおります。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

（訴訟関係）

　当社、当社子会社住石マテリアルズ株式会社(以下「住石マテリアルズ」といいま

す。)及び同住石貿易株式会社は、じん肺に罹患しているとする患者らから2014年12月

に損害賠償請求訴訟を提起されました。

　その後、６次にわたり訴訟の提起があり、原告数128名（患者単位）、損害賠償請求

総額18億３千９百万円となりました。

　訴訟提起に至った経緯は2011年８月、北海道地区において住友石炭鉱業株式会社(現

住石マテリアルズ)及びその子会社であった住友石炭赤平炭砿株式会社等が経営して

いた炭鉱等の元従業員等が、訴訟外でじん肺罹患による損害賠償を求めてきたのを皮

切りに、その後数次にわたり請求の追加があり、元従業員等の代理人と協議を重ねて

きましたが、合意成立に至らず、本件訴訟を提起されるに至ったものであります。

　今後は、訴訟を通じて原告の主張を精査し、当社の主張を行っていく所存でありま

す。

－ 8 －

主要な事業内容、主要な営業所及び事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要
な事項
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２．会社の状況

(1) 株式の状況（2018年３月31日現在）
①　発行可能株式総数 143,172,000株

(
（内訳）普通株式 136,032,000株

)第二種優先株式 7,140,000株

②　発行済株式の総数 66,032,853株

(
（内訳）普通株式 58,892,853株

)第二種優先株式 7,140,000株

③　株主数

普通株式 18,460名

第二種優先株式 1名

④　大株主の状況（上位10名）

イ．普通株式

株主名 持株数 持株比率
千株 ％

H O R I Z O N  G R O W T H  F U N D 1,714 3.07

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )

1,407 2.52

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,323 2.37

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 1,116 2.00

野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 投 信 口 ) 1,102 1.98

株 式 会 社 麻 生 1,100 1.97

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) 987 1.77

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) 976 1.75

松 井 証 券 株 式 会 社 923 1.65

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 867 1.55
 

（注）１．当社は、自己株式を3,058千株保有しておりますが、上記大株主からは除外
しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

－ 9 －

株式の状況
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ロ．第二種優先株式

株主名 持株数 持株比率
千株 ％

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 7,140 100.00

(2) 新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において、当社役員が保有している職務執行の対価として交

付された新株予約権等の状況

名称
第1回株式報酬型　
新株予約権

第2回株式報酬型　
新株予約権

第3回株式報酬型　
新株予約権

決議年月日 2014年６月27日  2015年６月26日 2016年６月29日

発行日 2014年７月31日  2015年７月31日 2016年７月29日

新株予約権の数 2,090個 402個 2,012個

保有人数

　当社取締役（社外
取締役を除く）

2名 3名 3名

　当社社外取締役 2名 2名 2名

　当社監査役 3名 3名 3名

新株予約権の目的で
ある株式の種類及び
数

当社普通株式　
209,000株

当社普通株式　
40,200株

当社普通株式　
201,200株

新株予約権の発行
価格

1株当たり126円 1株当たり94円 1株当たり57円

新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価格

1株当たり1円 1株当たり1円 1株当たり1円

新株予約権の行使
期間

2014年８月１日～
2044年７月31日

2015年８月１日～
2045年７月31日

2016年８月１日～
2046年７月31日

新株予約権の主な
行使条件

新株予約権者は、当社
又 は 子 会 社 の 取 締
役、執行役員及び監査
役のいずれの地位も
喪失した日の翌日か
ら、10日を経過する日
までの間に限り、新株
予約権を行使するこ
とができる。

新株予約権者は、当社
又 は 子 会 社 の 取 締
役、執行役員及び監査
役のいずれの地位も
喪失した日の翌日か
ら、10日を経過する日
までの間に限り、新株
予約権を行使するこ
とができる。

新株予約権者は、当社
又 は 子 会 社 の 取 締
役、執行役員及び監査
役のいずれの地位も
喪失した日の翌日か
ら、10日を経過する日
までの間に限り、新株
予約権を行使するこ
とができる。

－ 10 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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名称
第4回株式報酬型　
新株予約権

決議年月日 2017年６月29日

発行日 2017年７月31日

新株予約権の数 1,951個

保有人数

　当社取締役（社外
取締役を除く）

3名

　当社社外取締役 2名

　当社監査役 3名

新株予約権の目的で
ある株式の種類及び
数

当社普通株式　
195,100株

新株予約権の発行
価格

1株当たり75円

新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価格

1株当たり1円

新株予約権の行使
期間

2017年８月１日～
2047年７月31日

新株予約権の主な
行使条件

新株予約権者は、当社
又 は 子 会 社 の 取 締
役、執行役員及び監査
役のいずれの地位も
喪失した日の翌日か
ら、10日を経過する日
までの間に限り、新株
予約権を行使するこ
とができる。

－ 11 －
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②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等の

状況

名称 第4回株式報酬型新株予約権

決議年月日 2017年６月29日

発行日 2017年７月31日

新株予約権の数 1,291個

交付された者の人数
　(当社役員を兼ねている者を除く)

当社の執行役員　　6名

子会社の執行役員　2名

新株予約権の目的である株式の種類及
び数

当社普通株式　129,100株

新株予約権の発行価格 1株当たり75円

新株予約権の行使に際して出資される財産
の価格

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 2017年８月１日～2047年７月31日

新株予約権の主な行使条件

新株予約権者は、当社又は子会社の取締役、執
行役員及び監査役のいずれの地位も喪失した日
の翌日から、10日を経過する日までの間に限
り、新株予約権を行使することができる。

③　その他新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 12 －
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2018年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役
社 長 長 崎 駒 樹

住石貿易株式会社
代表取締役執行役員社長
住石マテリアルズ株式会社
代表取締役執行役員社長

取 締 役
専務執行役員 谷 口 信 一

経営企画部長兼ＰＭ部長、総務部、事
業管理部、監査室担当

取 締 役 髙 木 賀 光 財務部長

取 締 役 佐久間　　　博 株式会社アクロディア社外取締役

取 締 役 鎭 西 俊 一 弁護士

常 勤 監 査 役 茶 谷 瑛 一

常 勤 監 査 役 成　田　　　充

監 査 役 柿 本 省 三 公認会計士

（注）１．取締役佐久間博氏及び鎭西俊一氏は、会社法第２条第15号に定める社外
　　　　　取締役であります。

２．監査役茶谷瑛一氏及び柿本省三氏は、会社法第２条第16号に定める社外
監査役であります。

３．監査役柿本省三氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に
関する相当程度の知見を有しております。

４．当社は、社外取締役佐久間博氏及び鎭西俊一氏を株式会社東京証券取引
所に対し独立役員として届け出ております。

－ 13 －

会社役員の状況
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　　　②　事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏　　名 退任日 退任事由
退任時の地位・担当及

び重要な兼職の状況

伊万里　要一郎 2017年６月29日 任期満了 取締役

③　取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

名 百万円

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

6
（2）

54
（12）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

3
（2）

15
（9）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

9
（4）

69
（22）

（注）１．取締役の報酬限度額は、2009年６月26日開催の第１期定時株主総会に
おいて、業績連動型の報酬支払を可能とするため、賞与も含めて年額
１億８千万円以内と決議いただいており、その報酬限度額の範囲内で
決定しております。

２．監査役の報酬限度額は、2009年６月26日開催の第１期定時株主総会に
おいて、業績連動型の報酬支払を可能とするため、賞与も含めて年額
４千８百万円以内と決議いただいており、その報酬限度額の範囲内で、
監査役の協議により決定しております。

３．当事業年度末の取締役の員数は５名、監査役の員数は３名であります。
上記の取締役の員数と相違しておりますのは、2017年６月29日開催の
第９期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役
１名を含んでいるためであります。

４．上記のほか、社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等の総額は
１千３百万円であり、支給員数は４名であります。

５．上記の報酬等には、ストックオプションによる報酬額７百万円（取締
役６名に対し５百万円（うち社外取締役２名に対し１百万円）、監査
役３名に対し１百万円（うち社外監査役２名に対し０百万円））が含
まれております。

－ 14 －
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④　社外役員に関する事項

イ．重要な兼職先と当社との関係

取締役佐久間博氏は、株式会社アクロディアの社外取締役を兼務しておりま

すが、当社と同社との間に特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況

取締役 佐久間　　　博

当期開催の取締役会14回のすべてに出席

し、経営全般にわたる豊富な経験と高い見

識に基づき、適宜発言を行っております。

取締役 鎭　西　俊　一

当期開催の取締役会14回のすべてに出席

し、弁護士としての専門的知識、経験に基

づき、適宜発言を行っております。

監査役 茶　谷　瑛　一

当期開催の取締役会14回及び監査役会12回

のすべてに出席し、会社経営に関する高度

な見識と豊富な経験に基づき、適宜発言を

行っております。

監査役 柿　本　省　三

当期開催の取締役会14回及び監査役会12回

すべてに出席し、公認会計士及び税理士と

しての専門的な知識、経験に基づき、適宜

発言を行っております。

ハ．責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

－ 15 －
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　三優監査法人

②　報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 22百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額

22百万円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融
商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質
的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等
の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び
報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行
ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしまし
た。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案

の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場

合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、

会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

－ 16 －

会計監査人の状況
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(5) 業務の適正を確保するための体制

①　当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

(1) 当社及び子会社の取締役は、取締役会による職務執行の適正な監督のため、

定期的に又は必要に応じて職務執行の状況を取締役会に報告する。

(2) 当社及び子会社の取締役は、法令及び定款に適合した適正な経営判断を行う

ため、常に十分な情報の収集に努める。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、職務執行に係る情報について、法令、社内規程に従い、保存を行う

とともに適正に管理する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) リスク管理に関する社内規程に従い、担当部署が所管業務に関する当社グル

ープ全体のリスクへの対応を主導的に実施するとともに、組織横断的なリス

クについては取締役会等で適宜審議し、適切に対応する。

(2) 当社グループ全体の経営上の重要なリスクについては、取締役会等において、

リスクの顕在化の防止に努めるとともに、万一顕在化した場合には迅速かつ

的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制するよう努め

る。

(3) リスク管理体制の有効性については、内部監査組織である監査室が定期的に

又は必要に応じて当社グループ全体の監査を行う。

④　当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制

(1) 取締役会は、原則として月１回又は必要に応じて随時開催する。また、取締

役会付議事項を含む当社グループ全体の経営の重要事項については、当社及

び子会社の取締役及び執行役員が出席する業績会議、その他の会議体におい

て適宜報告・審議するなど、効率的な業務運営に努める。

(2) 当社及び子会社の取締役会の決定に基づく職務執行については、それぞれ代

表取締役、業務担当取締役及び執行役員が適切かつ迅速に執行する。

－ 17 －
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⑤　当社及び子会社の従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

(1) 当社及び子会社の取締役は、社内規程において、職務執行に当たり遵守すべ

き法令等を明確化するとともに、教育研修等により当該規程に基づく職務執

行の徹底を図る。

(2) 監査室は、当社グループ全体の法令及び定款遵守の状況、その他従業員の職

務執行の状況について、定期的に又は必要に応じて監査するとともに、その

結果を取締役会等に報告し、所要の改善を図る。

⑥　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役は、当社グループとして目指すべき共通の方向性及び目標等を示し、

その達成に向け、当社グループを挙げて取り組む。

(2) 取締役は、当社グループ会社取締役との意見交換を定期的に開催し、当社グ

ループにおける経営課題の共有と解決に努める。

⑦　監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 必要に応じて監査役の業務補助のためスタッフを置くこととし、その人事に

ついては、監査役会の同意を得るものとする。監査役の業務補助を命ぜられ

たスタッフは、専ら監査役の指揮命令に従うものとする。

(2) 当社及び子会社の取締役、執行役員及び従業員は、経営上の重要なリスク等

を発見したときは、監査役に報告する。また、監査役の求める事項について、

いつでも、必要な報告を行うものとする。

(3) 当社及び子会社の取締役、執行役員及び従業員が、前項に係る報告をしたこ

とを理由として不利益な取扱いを受けないものとする。

(4) 監査役が職務の遂行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたと

きは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速や

かに当該費用または債務を処理する。

(5) 取締役は、会計監査人及び監査室が監査役に報告をするための体制その他監

査役監査の実効性を確保する体制を整備する。

－ 18 －
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(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　① 当期においては取締役会は14回開催され、取締役会規則及び職務権限規程に基づき

経営に関する重要事項（予算、資本政策、重要人事など）について議論及び決議を

行いました。社外取締役は取締役会において豊富な経営経験と専門的な知識から

意見を述べ、取締役の職務の適正性及び効率性を高めております。

　② 財務報告の信頼性確保のために、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準

並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について

（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る

内部統制（全社的な内部統制の評価、決算財務プロセス、業務プロセス統制及びＩ

Ｔ全般統制）の自己評価及び監査室評価を行い、取締役会に報告いたしました。

　③ 当期においては監査役会は12回開催され、監査方針・監査計画を協議決定し、監査

役は、取締役会等の重要な社内会議に出席し、社内の重要な意思決定の過程及び業

務の執行状況を把握できるようにしたほか、当社グループの取締役及び使用人等

は、監査役の指示・要請に従い、必要な資料の提供、面談等に応じ、監査の実効性

確保に努めました。また、監査室は監査役会と定期的に内部統制システムの整備・

運用状況等に関する意見交換を行い、緊密な連携を行いました。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　配当については、株主の皆様に対する安定的な配当の継続を経営の最重要政策と位

置づけており、収益状況に対応した配当を行うことを基本としつつ、企業体質の一層

の強化並びに将来の事業展開に備えるため内部留保の充実などを勘案して配当額を決

定する方針を採っております。

　また、自己株式の取得については、長期的にも環境が変動する中で、経営の健全性

を維持するために、自己資本比率及び自己資本利益率(ROE)を重視しつつ、機動的に実

施する方針です。

　なお、当社は、2018年５月15日開催の取締役会において、当期の期末配当及び自己

式取得について次のとおり実施することを決議いたしました。

－ 19 －

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、剰余金の配当等の決定に関する方針



2018/05/25 19:57:35 / 17368682_住石ホールディングス株式会社_招集通知

１. 当期の期末配当について

      (1)配当財産の種類　　　金銭とする。

      (2)株主に対する配当財産の割当に関する事項

　     ①当社第二種優先株式１株につき金２円

　　　     　　総額14,280,000円

　     ②当社普通株式１株につき金３円

　　　     　　総額167,504,118円

(3)剰余金の配当が効力を生ずる日　　　2018年６月７日

２. 自己株式取得について

　　  (1)取得対象株式の種類　　　当社普通株式

　　  (2)取得しうる株式の総数　　1,500,000株を上限とする。

　　　　　　　　　　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.68％)

　　  (3)株式の取得価額の総額　　307,500,000円を上限とする。

　　  (4)自己株式取得の日程　　　2018年５月16日から2018年７月17日まで

(本事業報告における記載金額は各単位未満を切り捨て、比率は各単位未満を四
捨五入して表示しております。 )

－ 20 －
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連 結 貸 借 対 照 表
（2018年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） 百万円 （負 債 の 部） 百万円

Ⅰ．流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 渡 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

Ⅱ．固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

7,987

5,328

1,051

1,358

90

19

16

45

75

10,667

6,791

741

174

5,765

103

6

23

23

3,852

3,727

2

561

△438

Ⅰ．流 動 負 債 3,495

支払手形及び買掛金 668

短 期 借 入 金 466

１年内返済予定の長期借入金 2,000

リ ー ス 債 務 28

未 払 金 33

未 払 法 人 税 等 65

未 払 費 用 72

賞 与 引 当 金 22

債 務 保 証 損 失 引 当 金 2

そ の 他 136

Ⅱ．固 定 負 債 2,297

リ ー ス 債 務 82

繰 延 税 金 負 債 426

再評価に係る繰延税金負債 286

退職給付に係る負債 163

長 期 預 り 金 85

資 産 除 去 債 務 24

訴 訟 損 失 引 当 金 700

環 境 対 策 引 当 金 506

そ の 他 22

負 債 合 計 5,792

（純 資 産 の 部）

Ⅰ．株 主 資 本 12,259

資 本 金 2,501

資 本 剰 余 金 967

利 益 剰 余 金 9,123

自 己 株 式 △332

Ⅱ．その他の包括利益累計額 523

その他有価証券評価差額金 816

土地再評価差額金 △293

Ⅲ．新 株 予 約 権 79

純 資 産 合 計 12,862

資 産 合 計 18,654 負債純資産合計 18,654

－ 21 －

連結貸借対照表
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連 結 損 益 計 算 書

( 2017年４月１日から )2018年３月31日まで

科 目 金 額

百万円 百万円

Ⅰ 売 上 高 14,402
Ⅱ 売 上 原 価 12,953

売 上 総 利 益 1,448
Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,316

営 業 利 益 131
Ⅳ 営 業 外 収 益

受 取 利 息 13
受 取 配 当 金 2,552
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 1
固 定 資 産 賃 貸 料 57
そ の 他 14 2,641

Ⅴ 営 業 外 費 用
支 払 利 息 42
租 税 公 課 17
訴 訟 関 連 費 用 40
そ の 他 46 146
経 常 利 益 2,626

Ⅵ 特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 5 5

Ⅶ 特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 11
環 境 対 策 費 16
訴 訟 損 失 引 当 金 繰 入 額 300
そ の 他 の 特 別 損 失 1 329
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,301
法人税、住民税及び事業税 187
法 人 税 等 調 整 額 △33 154
当 期 純 利 益 2,147
親会社株主に帰属する当期純利益 2,147

－ 22 －

連結損益計算書
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連結株主資本等変動計算書

（ 2017年４月１日から
2018年３月31日まで ）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合 計

当連結会計年度期首残高 2,501 967 7,103 △233 10,339
当連結会計年度変動額
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

2,147 2,147

剰 余 金 の 配 当 △127 △127
自 己 株 式 の 取 得 △99 △99
土地再評価差額金の取崩 0 0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
(純額)

当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 合 計

－ － 2,019 △99 1,919

当連結会計年度末残高 2,501 967 9,123 △332 12,259

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新　　株
予 約 権

純 資 産
合 計

その他有価
証券評価差
額 金

土地再評価
差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 813 △293 520 56 10,917
当連結会計年度変動額
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

2,147

剰 余 金 の 配 当 △127
自 己 株 式 の 取 得 △99
土地再評価差額金の取崩 0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
(純額)

2 △0 2 22 25

当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 合 計

2 △0 2 22 1,945

当連結会計年度末残高 816 △293 523 79 12,862

－ 23 －

連結株主資本等変動計算書



2018/05/25 19:57:35 / 17368682_住石ホールディングス株式会社_招集通知

貸　借　対　照　表
（2018年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） 百万円 （負 債 の 部） 百万円

Ⅰ．流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

未 収 入 金

未 収 消 費 税

繰 延 税 金 資 産

Ⅱ．固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

工 具 器 具 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

関 係 会 社 長 期 未 収 入 金

長 期 前 払 費 用

そ の 他

2,567

856

21

1,250

423

14

1

5,162

1

1

20

20

5,140

3,169

1,021

905

0

45

Ⅰ．流 動 負 債 2,333

短 期 借 入 金 250

1年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 2,000

未 払 金 44

未 払 費 用 8

未 払 法 人 税 等 20

預 り 金 4

前 受 収 益 4

賞 与 引 当 金 1

Ⅱ．固 定 負 債 12

退 職 給 付 引 当 金 12

負 債 合 計 2,345

（純 資 産 の 部）

Ⅰ．株 主 資 本 5,305

資 本 金 2,501

資 本 剰 余 金 1,257

資 本 準 備 金 301

その他資本剰余金 956

利 益 剰 余 金 1,866

利 益 準 備 金 40

その他利益剰余金 1,826

繰越利益剰余金 1,826

自 己 株 式 △319

Ⅱ．新 株 予 約 権 79

純 資 産 合 計 5,384

資 産 合 計 7,730 負債純資産合計 7,730

－ 24 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

( 2017年４月１日から )2018年３月31日まで

科 目 金 額

百万円 百万円

Ⅰ 販売費及び一般管理費 439

営 業 損 失 439

Ⅱ 営 業 外 収 益

受 取 利 息 50

そ の 他 0 50

Ⅲ 営 業 外 費 用

支 払 利 息 48

社 債 利 息 0

社 債 発 行 費 償 却 1

そ の 他 9 59

経 常 損 失 448

税 引 前 当 期 純 損 失 448

法人税、住民税及び事業税 △118

法 人 税 等 調 整 額 2 △115

当 期 純 損 失 332

－ 25 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

（ 2017年４月１日から
2018年３月31日まで ）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準備金

その他
資本剰
余 金

資 本
剰余金
合 計

利　益
準備金

その他
利益剰
余 金

利 益
剰余金
合 計

繰越利
益剰余
金

当 期 首 残 高 2,501 301 956 1,257 27 2,299 2,327
当 期 変 動 額
当 期 純 損 失 ( △ ) △332 △332
剰 余 金 の 配 当 △127 △127
利益準備金の積立 12 △12 －
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 － － － － 12 △473 △460
当 期 末 残 高 2,501 301 956 1,257 40 1,826 1,866

株 主 資 本

新 株
予約権

純資産
合 計自己株

式

株主資
本
合 計

当 期 首 残 高 △219 5,865 56 5,922
当 期 変 動 額
当 期 純 損 失 ( △ ) △332 △332
剰 余 金 の 配 当 △127 △127
利益準備金の積立 － －
自 己 株 式 の 取 得 △99 △99 △99
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

22 22

当 期 変 動 額 合 計 △99 △560 22 △537
当 期 末 残 高 △319 5,305 79 5,384

－ 26 －

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2018年５月17日

住石ホールディングス株式会社

取 締 役 会　御 中

　　三優監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士杉 田 　 純 

指定社員
業務執行社員

公認会計士山 本 公 太 

指定社員
業務執行社員

公認会計士原 田 知 幸 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、住石ホールディングス株式
会社の2017年４月１日から2018年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すな
わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結
計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に
公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るた
めに、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための
手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結
計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の
目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連
結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経
営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの
評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

－ 27 －

連結計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し

ている。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、住石ホールディングス株式会社及び連結子会社からな
る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以　上

－ 28 －

連結計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2018年５月17日

住石ホールディングス株式会社
取 締 役 会　御 中

　　三優監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士杉 田 　 純 

指定社員
業務執行社員

公認会計士山 本 公 太 

指定社員
業務執行社員

公認会計士原 田 知 幸 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、住石ホールディング
ス株式会社の2017年４月１日から2018年３月31日までの第10期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び
にその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算

書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうか
について合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施す
ることを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を

入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は
誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい
て選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及び
その附属明細書の表示を検討することが含まれる。

－ 29 －

計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以　上

－ 30 －

計算書類に係る会計監査報告
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、2017年4月1日から2018年3月31日までの第10期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査

報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　（１）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状

況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、

監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を

閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、子会社については、子会社の取締役及び監査役及び使用人等と意思疎

通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に対し事業の報告を求め、そ

の業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集

団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条

第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該

決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及

び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要

に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び三優監査法人から

当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、且つ、適正な監査を実施しているかを監

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求めました。

また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための

体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通

知を受け、必要に応じて説明を求めました。

－ 31 －
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　　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

　（１）事業報告等の監査結果

　　　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

　　　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

　　　③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職

務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は

認められません。

　（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　　　会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　（３）連結計算書類の監査結果

　　　　会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2018年５月18日

住石ホールディングス株式会社　監査役会

常勤監査役(社外監査役) 茶　谷　瑛　一 

常勤監査役 成　田　　　充 

社外監査役 柿　本　省　三 

以　上

－ 32 －
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　取締役５名選任の件
取締役全員（５名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますの

で、取締役５名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※新任候補者）

候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

１

なが

長
さき

崎
こま

駒
き

樹

（1947年10月10日生）

1970年４月　株式会社住友銀行（現株式会

社三井住友銀行）入行

1998年10月　住友石炭鉱業株式会社（現住

石マテリアルズ株式会社）入

社、本社支配人

2001年６月　同社取締役、常務執行役員

2008年10月　当社代表取締役、執行役員副

社長

2008年12月　当社代表取締役社長(現任)

2009年10月　住石マテリアルズ株式会社

　　　　　　代表取締役執行役員社長

　　　　　　（現任)

2010年10月　住石貿易株式会社代表取締役

執行役員社長（現任）

重要な兼職の状況

住石貿易株式会社

代表取締役執行役員社長

住石マテリアルズ株式会社

代表取締役執行役員社長

普通株式
1,000株

－ 33 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

２

たに

谷
ぐち

口
しん

信
いち

一

（1957年２月10日生）

1979年４月　住友石炭鉱業株式会社（現住石

マテリアルズ株式会社)入社

2002年６月　同社取締役、執行役員経営企

画推進部長

2008年10月　当社取締役、執行役員総務部

長、経営企画部長

2010年11月　当社取締役、専務執行役員

2018年５月　当社取締役、専務執行役員

　　　　　　ＰＭ部長、総務部、監査室、

事業管理部担当（現任）

普通株式
2,100株

３

さ

佐
く

久
ま

間
 

　
 

　
 

　
ひろし

博

（1945年４月29日生）

1968年４月　株式会社住友銀行（現株式会

社三井住友銀行）入行

1991年10月　同行青山支店長

1994年６月　同行取締役銀座支店長

1998年６月　同行常任監査役

2009年６月　当社社外取締役（現任）

2017年９月　株式会社アクロディア社外取

締役(現任）

0株

４

ちん

鎭
ぜい

西
とし

俊
かず

一

（1946年11月14日生）

1983年４月　弁護士登録、紀尾井町法律事

務所入所

1997年９月　仙谷・石田法律事務所入所

2006年６月　日比谷総合設備株式会社社外

取締役

2009年６月　当社社外監査役

2011年６月　当社社外取締役（現任）

2011年７月　鎭西法律事務所開設（現任)

0株

－ 34 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

５

※
ふく

福
やま

山
ひろ

弘
き

記

（1958年12月18日生）

1990年２月　住友石炭鉱業株式会社（現住石

マテリアルズ株式会社）入社

2009年10月　当社総務部長兼住石マテリア

ルズ株式会社執行役員総務部

長

2011年４月　当社執行役員法務部長

2015年４月　当社執行役員総務部長

2018年５月　当社総務部長兼住石貿易株式

会社執行役員（現任）

0株

（注）１．当社は、鎭西俊一氏に対し、法律顧問として顧問料を支払っておりますが金額

は多額ではない基本的金額であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありま

せん。

　　　　　その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

　　　２．佐久間博及び鎭西俊一の両氏は、社外取締役候補者であります。

　　　３．社外取締役候補者とした理由、社外取締役としての職務を適切に遂行すること

ができると判断する理由について

　　　　(1) 佐久間博氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることか

ら、社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

(2) 鎭西俊一氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士とし

て独立した立場から、当社の経営に対して、その豊富な専門知識、経験等を反

映していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

４．佐久間博氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会

終結の時をもって９年となります。また、鎭西俊一氏は、現在当社の社外取締役

であり、その在任期間は本定時株主総会終結の時をもって７年となります。

５．佐久間博氏は、2010年10月から子会社住石マテリアルズ株式会社の非業務執行

取締役を、また、2015年１月から子会社住石貿易株式会社の非業務執行取締役を

兼任しております。

　　　６．鎭西俊一氏は、2009年６月から2011年６月まで住石マテリアルズ株式会社の社

　　　　外監査役でありました。また、2015年１月から住石貿易株式会社の非業務執行取

締役を兼任しております。

７．佐久間博及び鎭西俊一の両氏は、株式会社東京証券取引所に対し独立役員とし

て届け出ております。

－ 35 －

取締役選任議案
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第２号議案　補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の

規定に基づき、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏　　　　　名
（生　年　月　日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

たけ

竹
した

下
ひろ

博
のり

徳

（1960年10月３日生）

1994年４月　弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所

2002年４月　弁護士法人東京フロンティア基金法

律事務所入所

2003年３月　大室俊三法律事務所（現大室法律事

務所）入所（現任）

2011年５月　当社社外監査役

0株

（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．竹下博徳氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

３．補欠の社外監査役候補者とした理由、社外監査役としての職務を適切に遂行す

ることができると判断する理由について

　　竹下博徳氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として

高度な専門知識と豊富な経験を有していることから、補欠の社外監査役に適任で

あると考え、選任をお願いするものであります。

４．竹下博徳氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充たしてお

ります。

－ 36 －
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第３号議案　会計監査人選任の件
当社の会計監査人である三優監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期

満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものでありま

す。

なお、本議案につきましては、監査役会の決定に基づいております。

会計監査人候補者は次のとおりであります。

(2018年４月１日現在)

　名　　　称 RSM清和監査法人

　事　務　所 (主たる事務所)  東京都千代田区飯田橋一丁目３番２号

　沿　　　革
2004年３月　設立

2009年11月　RSM Internationalと業務提携

　概　　　要

構成人員　　　社員（公認会計士）　　　　　 12名

　　　　　　　　職員（公認会計士）　　　　　 16名

　　　　　　　　　　（公認会計士試験合格者等)10名

　　　　　　　　　　（その他職員）　　　　　　9名

　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　 47名

　関与会社数　　　　　　　　　　　　　　　　 56社

　出資金　　　　　　　　　　　　　　　　 36百万円

（注）監査役会がRSM清和監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人

としての品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し検討

した結果、適任と判断したためであります。

以上

－ 37 －

会計監査人選任の件
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株主総会会場ご案内略図
航空会館　２階会議室

　　　　　　　　　　東京都港区新橋一丁目１８番１号

日比谷公園
交
番 みずほ銀行

日比谷シティ

日比谷
セントラルビル

地
下
鉄
内
幸
町
駅

(

都
営
三
田
線)

日
比
谷
通
り

至虎ノ門

航
空
会
館

Ｊ
Ｔ
Ｂ

東
京
ス
タ
ー
銀
行

ド
コ
モ

マ
ク
ド
ナ
ル
ド至

三
田

A2

外堀通り

第一ホテル

り
そ
な

日
比
谷
口 

(

機
関
車)

JR
新
橋
駅

ゆりかもめ新橋駅

至品川

地下鉄新橋駅

(

都
営
浅
草
線)

(

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線)

⑦

至 東京

Ｎ

内幸町交差点

西新橋交差点

国会通り

Ⅰ
07

→
入
口

西新橋
スクエア

会場最寄駅　Ｊ　Ｒ：新橋駅　　　　　　　　日比谷口　徒歩６分
　　　　　　　地下鉄：都営三田線内幸町駅　　　A2出口　　〃１分
　　　　　　　　　　東京メトロ銀座線新橋駅　⑦出口　　〃５分
　　　　　　　　　　都営浅草線新橋駅　　　　⑦出口　　〃５分

地図




